
療養（補償）等給付とは

障害（補償）等給付とは

「再発」とは

　　「療養 （補償） 等給付」 とは、 業務または通勤が原因で負傷し、 または疾病にかかって

療養を必要とする場合に支給されるものです。 具体的には、 労災保険指定病院等で診察や

薬剤の支給など政府が必要と認めるあらゆる医学的措置を無料で受けられる現物給付およ

び労災保険指定病院以外の病院等で療養した場合に、 その療養に要した費用を支給す

る現金給付をいいます。
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等給付を受けることができます。


